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１ 背景と目的  
われわれ健常者は視覚障害者がどのように空間を

認識しているのか解らない。よって、晴眼者と視覚

障害者の間には考え方の相違があるように思われ

る。特に誤解されがちなのが、弱視の人が本当は目

が見えているのではないかと思われてしまう節があ

るということだ。例えば、緑内障患者は中心部分だ

けは見ることが出来るがその範囲は極めて狭く歩行

や生活行動に多大なる支障が出てしまうことが多

い。不慣れなバスなどに乗るときには場所を特定す

るのに戸惑い時間がかかってしまったりするのに、

座って本を読むことは出来る。それを見て回りの

人々は本当に目が見えていないのかと疑いの目を向

ける。また、彼らは見た目には判断しにくい。よっ

て、気づかすすれ違いざまに挨拶しても見えていな

いことが多く、無視されたと勘違いされてしまうこ

とも少なくはない。それもこれもみんな晴眼者にと

って『目が見えない』＝『何も見えない』という間

違った認識を持ちやすいからではないかと思われ

る。 
現段階のユニバーサルデザインや、バリアフリー

などをみると全盲に対応した設計であれば、すべて

の視覚障害者にとって有効に使用できると考えがち

であることに気づかされる。しかし、弱視にとって

はまったく見えないのではない、見え方に違いがあ

り、ほとんど見えない場合もあるが、それでも少し

は視覚で空間を認識できるのである。全盲なら色の

識別などの必要はないが弱視なら色で物や空間を識

別できることは大いに役立つ情報となる。 
今日まで行われてきた研究を見ると全盲と弱視に

分けて、認識の違いを調査しているものは幾つかあ

ったが、弱視の見え方をレベル別に分けて研究を行

っている論文はなかった。弱視は病名、年齢、症状

によって見え方がまったく異なる。よって、一概に

弱視というくくりで分けて考えてはならない問題な

のだ。しかし、前述のように全盲についての意識は

比較的高いが弱視についての研究や建築的配慮は低

いように思われる。ところが、実際には視覚障害者

は、全盲が約4割なのに対し、弱視は約6割と人数が

多い（平成13年度厚生労働省社会・援護局障害保健

福祉部による身体障害児・者実態調査より）。また

この調査は5年ごとに行われている。 
 

  過去2回のデータを見比べてみると等級の変動は

あまり見られなかったが、視野障害を考慮すると等級

分類に影響を及ぼす（表1，2，3参照）。 
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平成7年に身体障害者福祉法施行規則が改正され、

平成7年4月20日から視野障害の障害級が変更になり

視覚障害の等級分けに大きく関与した。視覚障害者に

ついては後で述べるが、等級によって受けることの出

来る年金額も大きく異なり、障害第1級は2級の1.25

倍多くの障害基礎年金を受け取ることが出来る。 

また、検査方法にも多少のばらつきがみられるとい

う不明確な点が多いという問題点がある。よって診断

書の書き方次第でいくらでも等級を変えることが出

来るので実際には弱視も全盲も基準をしっかりして

いたとしても、線引きは難しい。それだけ難しい分野

でもあり見え方にどれだけの個人差があり、障害が生

じるのかこれからもっと突き詰めていかねばならな

い。それによって生じる認識の違いを認め、より多く

の人々に視覚障害者の実態を知ってもらうことが求

められている。また、個人により空間の認識の違いを

調べることによってこれからの建築のあり方を考え

ていくことは出来ないかと思い、この論文を進めて生

きたいと考える。では、視覚障害者の見え方がそれぞ

れどう違うのか、またそのことについて建築的視点か
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らどう見られてきたのかについて調べていくことにす

る。 

２ 視覚障害者とは 
視覚障害は視力障害と、視野障害との二つに分かれる。

今までは視力障害しか基準にしておらず、等級分けにも

偏りが見られたが、平成７年に改正され視野障害も考慮

された分類方法に変わった（表4参照）。よって、考え

るときには重複障害とし双方の障害の程度を合わせて

等級を決める。 

 
（表4） 

まず各々の障害に対する指数を求め、両者のポイン

トを合算する。そして合計ポイントより等級認定を行

う。（表5参照）日本の場合には数字が大きいほど等級

は軽く、1級が一番重度になる。1級、2級を重度障害と

して位置づける。 

 
（表5） 

3 ロービジョンの見え方の違い 
 日本における失明原因の特徴は、糖尿病網膜症によ

る失明の急激な増加である。また、眼科外来でみると

高齢化社会のために白内障が常にトップにある。しか

しこれは手術が可能であり、網膜の状態がよければ視

力を1.0まで回復させることがかのうとなる。更生援護

施設側からみると網膜色素変性症が常に1位であり、施

設入所者の20～25パーセントを常に占めている（表6参

照）。 

 
A 中心暗点有する患者 

 

図a 

経萎縮などの症状でみら

れる主な見え方とされて

いる。（図a）中心部分が

見えないが、周辺部は見え

るので歩行は割合楽であ

る。問題となることは「読み書きの問題」、「相手の 

  顔が見えない」、「すれ違ったときに知り合いに挨

拶できない」などがあげられる。 

B 視野狭窄のある患者 

図b          

視野狭窄患者には網膜

色素変性症が一番多

く、その他には緑内障

などがあげられる。視

力的にはよいので、読

み書きは出来そうだ

が、問題となることは周辺部が見えなく、日常生活

に非常な困難をきたすということである。また、夜

盲も訴え、夜間の外出も出来なくなる。 

 

C 白濁・混濁を感じる患者 

図c                 

内障・角膜白斑の患

者は図cのように全

体的にぼやけ、かす

んだ感じがする。夜

ヘッドライトがまぶ

しい。 

この他にも半盲症、グレアー、コントラスト、夜

盲症などは、これらの見え方とまた少し違う見え方

をしているが、年齢、重度により更に見え方が変わ

ってくるということになれば、10人いれば10通りの

見え方が存在するということなのである。よって、

一概に視覚障害者にとって問題となる場所や場合

はまとめて言う事は出来ないのである。また、これ

は個人差があり実際見える範囲と脳が勝手に補っ

て見えていると錯覚する範囲は別なので見え方に

ついて研究をすることが困難であるが、建築計画上

弱視者にとって住みよい環境を考えていくことが

求められているのではないかと思い、今後弱視のレ

ベル別にどのように回りを認識しているのかにつ

いて調べていく予定である。 
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